
広
島
県
温
泉
法
施
行
細
則
及
び
広
島
県
地
方
機
関
の
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
十
九
年
十
月
十
九
日 

広
島
県
知
事 

藤 
 

田 
 

雄 
 

山 
 

広
島
県
規
則
第
九
十
二
号 

 
 
 

広
島
県
温
泉
法
施
行
細
則
及
び
広
島
県
地
方
機
関
の
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を 

改
正
す
る
規
則 

 

（
広
島
県
温
泉
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

広
島
県
温
泉
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年
広
島
県
規
則
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

第
一
条
中
「
第
一
条
」
を
「
第
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
省
令
第
一
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書

類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

国
土
地
理
院
発
行
二
万
五
千
分
の
一
地
形
図
に
よ
る
位
置
図 

 

二 

掘
削
孔
断
面
計
画
図 

三 

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
定
款
又
は
寄
附
行
為
の
写
し 

 
 

第
二
条
中
「
第
四
条
」
を
「
第
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
省
令
第
六
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書

類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

国
土
地
理
院
発
行
二
万
五
千
分
の
一
地
形
図
に
よ
る
位
置
図 

 

二 

温
泉
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
第
二
項
に

規
定
す
る
温
泉
成
分
分
析
（
以
下
単
に
「
温
泉
成
分
分
析
」
と
い
う
。
）
の
成
績
書
の
写
し 

 

三 

動
力
装
置
許
可
申
請
の
場
合
は
、
動
力
装
置
設
置
詳
細
計
画
図
及
び
動
力
装
置
の
概
要
を
示
す
資

料 

 

四 

増
掘
許
可
申
請
の
場
合
は
、
掘
削
孔
断
面
計
画
図 

 

五 

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
定
款
又
は
寄
附
行
為
の
写
し 

 
 

第
十
三
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。 

 
 

第
十
二
条
の
見
出
し
を
「
（
登
録
分
析
機
関
登
録
廃
止
届
出
書
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
十
二
条
」

を
「
第
十
六
条
」
に
、
「
別
記
様
式
第
十
四
号
」
を
「
別
記
様
式
第
十
七
号
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一

項
を
加
え
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。 

 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
、
登
録
指
令
書
及
び
登
録
分
析
機
関
登
録
票
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

第
十
一
条
の
見
出
し
を
「
（
登
録
分
析
機
関
登
録
事
項
変
更
届
出
書
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
十
一

条
第
一
項
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
」
に
、
「
別
記
様
式
第
十
三
号
」
を
「
別
記
様
式
第
十
六
号
」
に
改

め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。 

 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
、
変
更
事
項
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

第
十
条
中
「
第
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
十
九
条
第
二
項
」
に
、
「
別
記
様
式
第
十
二
号
」
を
「
別
記



様
式
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。 

 
 

第
九
条
の
見
出
し
を
「
（
温
泉
の
成
分
、
禁
忌
等
の
掲
示
内
容
届
出
書
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
法
第

十
四
条
第
三
項
」
を
「
省
令
第
十
一
条
」
に
、
「
届
出
」
を
「
届
出
書
」
に
、
「
別
記
様
式
第
十
一
号
」

を
「
別
記
様
式
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。 

 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
、
温
泉
成
分
分
析
の
成
績
書
の
写
し
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

第
八
条
を
削
る
。 

 
 

第
七
条
第
一
項
中
「
別
記
様
式
第
七
号
に
よ
り
」
を
「
別
記
様
式
第
十
一
号
に
よ
る
温
泉
採
取
者
住
所

氏
名
変
更
届
に
変
更
事
項
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
別
記
様
式
第
八
号

に
よ
り
」
を
「
別
記
様
式
第
十
二
号
に
よ
る
温
泉
採
取
者
届
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
」

に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。 

 
 

一 

新
た
に
温
泉
採
取
者
と
な
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類 

 
 

二 

届
出
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
定
款
又
は
寄
附
行
為
の
写
し 

 
 

第
七
条
第
三
項
中
「
第
五
条
第
一
項
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
、
「
別
記
様
式
第
九
号
に
よ
り
」
を

「
別
記
様
式
第
十
三
号
に
よ
る
温
泉
利
用
に
係
る
変
更
・
廃
止
届
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し

て
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。 

 
 

一 

変
更
の
届
出
の
場
合
は
、
変
更
事
項
を
証
す
る
書
類 

 
 

二 

廃
止
の
届
出
の
場
合
は
、
温
泉
利
用
許
可
指
令
書 

 
 

第
六
条
中
「
第
五
条
第
一
項
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
、
「
別
記
様
式
第
六
号
」
を
「
別
記
様
式
第

八
号
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
省
令
第
七
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書

類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

温
泉
成
分
分
析
の
成
績
書
の
写
し 

 

二 

利
用
施
設
の
平
面
図
及
び
配
管
図 

 

三 

利
用
施
設
の
構
造
を
示
す
図
面 

 

四 

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
定
款
又
は
寄
附
行
為
の
写
し 

 

第
六
条
を
第
八
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

 

（
温
泉
の
利
用
の
許
可
を
受
け
た
者
で
あ
る
法
人
の
合
併
及
び
分
割
の
承
認
申
請
書
） 

第
九
条 

省
令
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
は
、
別
記
様
式
第
九
号
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

（
温
泉
の
利
用
の
許
可
を
受
け
た
者
の
相
続
の
承
認
申
請
書
） 

第
十
条 

省
令
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
は
、
別
記
様
式
第
十
号
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 
 

第
五
条
中
「
温
泉
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一

項
」
を
「
法
第
十
一
条
第
一
項
」
に
、
「
別
記
様
式
第
五
号
に
よ
り
、
」
を
「
別
記
様
式
第
七
号
に
よ
る

」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
変
更
届
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



一 

変
更
後
の
動
力
装
置
の
種
類
、
出
力
等
を
示
す
資
料 

 
 

二 

動
力
装
置
の
位
置
を
立
体
的
に
示
す
図
面 

 
 

第
四
条
中
「
第
三
条
」
を
「
第
五
条
」
に
、
「
別
記
様
式
第
四
号
」
を
「
別
記
様
式
第
六
号
」
に
改
め
、

同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

掘
削
又
は
増
掘
工
事
の
完
了
の
届
出
の
場
合
は
、
柱
状
断
面
図 

 

二 

動
力
装
置
工
事
の
完
了
の
届
出
の
場
合
は
、
動
力
装
置
設
置
詳
細
図 

 

第
三
条
中
「
別
記
様
式
第
三
号
」
を
「
別
記
様
式
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
し
、
第
二
条
の

次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

（
掘
削
許
可
等
を
受
け
た
者
で
あ
る
法
人
の
合
併
及
び
分
割
の
承
認
申
請
書
） 

第
三
条 

省
令
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
は
、
別
記
様
式
第
三
号
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

（
掘
削
許
可
等
を
受
け
た
者
の
相
続
の
承
認
申
請
書
） 

第
四
条 

省
令
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
は
、
別
記
様
式
第
四
号
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 
 

別
記
様
式
第
一
号
中 

         

改
め
、
同
様
式
の
注
１
⑴
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 
 
 
⑴

 
掘

削
地
点
を
明

示
し
た
公
図

及
び
5
00
メ
ー

ト
ル
の
範
囲

内
の
見
取
図

並
び
に
25
,0
00
分
の

１
の
地
図
（
国
土
地
理
院
発
行
）
 

 
 

別
記
様
式
第
二
号
中 

    

温
泉

掘
削

許
可

申
請

書
 

平
成
 
 
年
 
 
月

 
 
日
 
 

 
 

広
島
県
知
事
 
 
 

 
様
 

 
 

温
泉

増
掘

動
力

装
置

許
可

申
請

書
 

 

平
成

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

広
島

県
知

事
 

 
 

 
様

 

「 

」 

「 

」 

を に 

「 

」 

を 

温
泉

掘
削

許
可

申
請

書
 

平
成
 
 

年
 
 
月

 
 
日
 

 

 
 

広
島

県
知

事
 

 
 

 
様

 

広
島
県

収
入

証
紙

ち
 よ

 う
 付

 欄



       

「第
９
条
第
１
項

」
を
「第

11条
第
１
項

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
１
⑴
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 
 
 
⑴

 
増

掘
又

は
動

力
装

置
設

置
地

点
を

明
示

し
た

公
図

及
び

500
メ

ー
ト

ル
の

範
囲

内
の

見
取

図

並
び
に
25,000分

の
１
の
地
図
（
国
土
地
理
院
発
行
）
 

 
 

別
記
様
式
第
二
号
の
注
１
⑶
中
「分

析
成
績
書

」
を
「成

分
分
析
成
績
書

」
に
改
め
る
。 

 
 

別
記
様
式
第
十
四
号
中
「（

第
12条

関
係
）

」
を
「（

第
15条

関
係
）

」
に
、
「第

17条
第
１
項

」
を

「第
21条

第
１
項

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
十
七
号
と
す

る
。 

 
注
 
１
 
登
録
指
令
書
及
び
登
録
分
析
機
関
登
録
票
を
添
付
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
２
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。
 

 
 

別
記
様
式
第
十
三
号
中
「（

第
11条

関
係
）

」
を
「（

第
14条

関
係
）

」
に
、
「第

16条

」
を
「第

20

条

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
十
六
号
と
す
る
。 

 
 

別
記
様
式
第
十
二
号
中
「（

第
10条

関
係
）

」
を
「（

第
13条

関
係
）

」
に
、 

         

「第
15条

第
１
項

」
を
「第

19条
第
１
項

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
１
⑴
中
「写

し

」
の
下
に
「及

び
登

記
事
項
証
明
書

」
を
加
え
、
同
様
式
の
注
１
⑸
中
「第

15条
第
４
項
各
号

」
を
「第

19条
第
４
項
各
号

」

に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
十
五
号
と
す
る
。 

 
 

別
記
様
式
第
十
一
号
中
「（

第
９
条
関
係
）

」
を
「（

第
12条

関
係
）

」
に
、
「第

14条
第
３
項

」
を

「第
18条

第
４
項

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
１
中
「書

類

」
の
下
に
「及

び
利
用
す
る
温
泉
の
成
分
分
析

成
績
書
の
写
し

」
を
加
え
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
十
四
号
と
す
る
。 

 
 

別
記
様
式
第
十
号
を
削
る
。 

 
 

別
記
様
式
第
九
号
中
「（

第
７
条
関
係
）

」
を
「（

第
11条

関
係
）

」
に
、
「第

７
条
第
３
項

」
を
「

第
11条

第
３
項

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
十
三
号
と
す
る
。 

 
 

温
泉

増
掘

動
力

装
置

許
可

申
請

書
 

 

平
成
 
 

年
 

 
月

 
 

日
 
 

 

 
 

広
島

県
知

事
 
 
 
 
様
 

広
島

県
収

入
証

紙

ち
 よ

 う
 付

 
欄

登
録
分
析
機
関
登
録
申
請
書
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 

 
 
広
島
県
知
事
 
 
 
 
様
 

広
島

県
収
入

証
紙

ち
 よ

 う
 付

 欄

「 

」 

に
、 

登
録
分
析
機
関
登
録

申
請
書
 

平
成
 
 
年
 
 
月

 
 
日
 
 

 
 

広
島
県
知
事
 
 
 

 
様
 

「 「 
」 」 

を に
、 



 
 

別
記
様
式
第
八
号
中
「（

第
７
条
関
係
）

」
を
「（

第
11条

関
係
）

」
に
、
「第

７
条
第
２
項

」
を
「

第
11条

第
２
項

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
十
二
号
と
す
る
。 

 
 

別
記
様
式
第
七
号
中
「（

第
７
条
関
係
）

」
を
「（

第
11条

関
係
）

」
に
、
「第

７
条
第
１
項

」
を
「

第
11条

第
１
項

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
十
一
号
と
す
る
。 

 
 

別
記
様
式
第
六
号
中
「（

第
６
条
関
係
）

」
を
「（

第
８
条
関
係
）

」
に
、 

         

「第
13条

第
１
項

」
を
「第

15条
第
１
項

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
１
⑴
中
「第

13条
第
２
項
各
号

」
を

「第
15条

第
２
項
各
号

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
１
⑵
中
「分

析
成
績
書

」
を
「成

分
分
析
成
績
書

」
に

改
め
、
同
様
式
の
注
１
中
⑸
を
⑹
と
し
、
⑷
を
⑸
と
し
、
⑶
を
⑷
と
し
、
⑵
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 
 
 
⑶
 
飲
用
の
場
合
は
，
一
般
細
菌
及
び
大
腸
菌
群
の
数
並
び
に
全
有
機
炭
素
（
Ｔ
Ｏ
Ｃ
）
の
量
の

検
査
結
果
の
写
し
 

 
 

別
記
様
式
第
六
号
を
別
記
様
式
第
八
号
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。 

温
泉
利
用
許
可
申
請
書
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 

 
 
広
島
県
知
事
 
 
 
 
様
 

広
島

県
収

入
証
紙

ち
 よ

 う
 付

 欄

温
泉

利
用

許
可

申
請

書
 

平
成

 
 

年
 

 
月
 
 
日
 
 

 
 
広
島
県
知
事
 
 
 
 
様

 

「 

」 

「 

」 

に
、 

を 



 

様
式
第
９
号
（
第
９
条
関
係
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
温

 泉
 利

 用
 承

 継
 承

 認
 申

 請
 書

 
 

                                                          
 
 
 
 
 

 平
成

    年
    月

    日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
広
島
県
知
事
 
 
 
様

 
                                        

 
 

 郵
便

番
号
 
 
 

 
                                      

 
 
 

 主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

 
                                       

 
 
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
称
 
 
 

 
                                      

 
 
 

 代
表

者
の

氏
名
 
 
 

   
    

 
 
 

 
                                      

 
 
 

 電
話

番
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    温

泉
法
第
16条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
温
泉
利
用
事
業
の
承
継
の
承
認
を
受
け
た
い
の
で
，
関
係
書
類
を
添
え
て

 
申
請
し
ま
す
。

 
 

許
可

年
月

日
及

び

許
可

番
号

 
 
平
成
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 
 
 
 
第
 
 
 
 
 
 
号

 
 
 
昭
和

 

浴
 

 
用

 
 
・

 
 
飲

 
 
用

 
 

の
 
 

別
 

所
 

 
 

在
 

 
 

地
 

利
 
 
用
 
 
施
 
 
設

名
 

 
 

 
 

 
 

称
 

名
 

称
 

及
 

び

代
表

者
氏

名
 

合
併

に
よ

り
消

滅
す

る

法
人
又
は
分
割
前
の
法
人

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

 

名
 

称
 

及
 

び

代
表

者
氏

名
 

合
併

後
存

続
す

る
法

人

若
し

く
は

合
併

に
よ

り

設
立

さ
れ

る
法

人
又

は

分
割

に
よ

り
当

該
事

業

を
承

継
す

る
法

人

主
 

た
 

る
 

事
 

務

所
 

の
 

所
 

在
 

地

郵
便
番
号

 
    電
話
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

合
併

又
は

分
割

の
予

定
年

月
日

 
 
 
 
 
年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日

 
 

 注
 
１

 
次
の
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。

 
 
 
 
 

(1)  合
併
契
約
書
又
は
分
割
計
画
書
若
し
く
は
分
割
契
約
書
の
写
し

 
(2)  申

請
者
が
温
泉
法
第
15条

第
２
項
第
各
号
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

 
２

 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格

A
列
４
と
す
る
。

 

広
島
県
収
入
証
紙

 
ち

 よ
 う

 付
 欄

 

○ 印
 



様
式
第
10号

（
第
10条

関
係
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
温

 泉
 利

 用
 承

 継
 承

 認
 申

 請
 書

 
                                                            

 
 
 
 
 
平
成

    
年

    
月

    
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
広
島
県
知
事
 
 
 
様

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
被
相
続
人
と
の
続
柄

 
                                      

 
 
 
 
 

 郵
便

番
号

 
 
 
 
 
 

 
                                       

 
 
 
 
 
住

        所
 
 

  
                                       

 
 
 
 
 
（
ふ
り
が
な
）
 
 

  
                                      

 
 
 
 
 

 氏
名

 
 
 
 
 
 

   
  

 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
生

年
月

日
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
                                       

 
 
 
 
 
電

話
番

号
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    温

泉
法
第
17条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
温
泉
利
用
事
業
の
承
継
の
承
認
を
受
け
た
い
の
で
，
関
係
書
類
を
添
え
て
申
請

し
ま
す
。

 
 

許
可

年
月

日
及

び
 

許
可

番
号

 

 
 
平
成
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 
 
 
 
第
 
 
 
 
 
号

 
 
 
昭
和

 

浴
 

 
用

 
 
・

 
 
飲

 
 
用

 
 

の
 
 

別
 

所
在

地
 

利
 

 
用

 
 

施
 

 
設

 
名

称
 

氏
名

 
被

 
 

相
 

 
続

 
 

人
 
住

 
 

 
所

 

相
続

開
始

の
年

月
日

 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日

 
  
注
 
１
 
次
の
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。

 
(1)  戸

籍
謄
本

 
(2)  相

続
人
が
２
人
以
上
あ
る
場
合
は
，
申
請
者
が
温
泉
を
公
共
の
浴
用
又
は
飲
用
に
供
す
る
事
業
を
承
継
す
る

 
相
続
人
と
し
て
選
定
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
相
続
人
全
員
の
同
意
書

 
(3)  申

請
者
が
温
泉
法
第
15条

第
２
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

 
２
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格

A
列
４
と
す
る
。

 

広
島
県
収
入
証
紙

 
ち

 よ
 う

 付
 欄

 

○ 印
 



 

別
記
様
式
第
五
号
中
「（

第
５
条
関
係
）

」
を
「（

第
７
条
関
係
）

」
に
、
「第

５
条
の

」
を
「第

７

条
第
１
項
の

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
七
号
と
す
る
。 

 
 

別
記
様
式
第
四
号
中
「（

第
４
条
関
係
）

」
を
「（

第
６
条
関
係
）

」
に
、 

 

「
次
の
と
お
り
工
事
を
・
 
し
た
の
で
，
温
泉
法
第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。

・
を 

  

次
の
と
お
り
工
事
を
・
・
し
た
の
で
，
温
泉
法
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
六
号
と
す
る
。 

 
 

別
記
様
式
第
三
号
中
「（

第
３
条
関
係
）

」
を
「（

第
５
条
関
係
）

」
に
、 

  

「 
温
泉
 
 
 
 
の
許
可
の
有
効
期
間
に
つ
い
て
更
新
し
た
い
の
で
，
温
泉
法
 
 
 
 
 
 
の
 

  
 
規
定
に
よ
り
，
申
請
し
ま
す
。
 

   

「 
温
泉
 
 
 
 
の
許
可
の
有
効
期
間
に
つ
い
て
更
新
し
た
い
の
で
，
温
泉
法
 
 
 
 
 
 
 

   
 
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
５
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
，
申
請
し
ま
す
。
 

 

改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
五
号
と
し
、
別
記
様
式
第
二
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。 

 

第
５
条
第
２
項
 
 
 

 
第
９
条
第
２
項
 

完
了
 

 
廃
止
 

第
８
条
第
１
項
 

 
第
11条

第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
８
 
 
 

第
１
項
 

 
条
第
１
項
 

掘
 
 
削
 

増
 
 
掘
 

動
力
装
置
 

第
５
条
第
２
項
 

 
第
11条

第
２
項
に
 

掘
 
 
削
 

増
 
 
掘
 

動
力
装
置
 

第
５
条
第
２
項
 

 
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
５
条
第
２
項
 

「 

」 

「 

」 

に 

「 

」 

「 

」 

を に 

完
了
 

 
廃
止
 



様
式
第
３
号
（
第
３
条
関
係
）

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 掘
 
 
削

 
温

   泉
 
増

  
 掘

 
承

 継
 承

 認
 申

 請
 書

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 動
力
装
置

 
                                                           

 
 
 
 
 
平
成

    年
    月

    日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
広
島
県
知
事
 
 
 
様

 
                                      

 
 

  
郵

便
番

号
 
 
 

 
                                      

 
 
 

 主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

 
                                       

 
 
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
称
 
 
 

 
                                      

 
 
 

 代
表

者
の

氏
名
 
 
 

   
    

 
 
 

 
                                      

 
 
 

 電
話

番
号
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

   
 
第
６
条
第
１
項
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 掘

 
 
削
 

    温
泉
法
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 の

規
定
に
よ
り
 
増
 
 
掘
 
事
業
の
承
継
の
承
認
 

   
 
 
 
第
11条

第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
６
条
第
１
項
 
 
 
 
 
 
 
 動

力
装
置
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
を
受
け
た
い
の
で
，
関
係
書
類
を
添
え
て
申
請
し
ま
す
。

 
 

許
可

年
月

日
及

び
 

許
可

番
号

 

 
 
平
成
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 
 
 
 
第
 
 
 
 
 
号

 
 
 
昭
和

 
地

 
 

 
目

 
工

事
施

行
地

 
地

 
 

 
番

 
名

 
称

 
及

 
び

代
表

者
氏

名
 

合
併

に
よ

り
消

滅
す

る
法

人
 

又
は

分
割

前
の

法
人

 
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

 
名

 
称

 
及

 
び

代
表

者
氏

名
 

合
併

後
存

続
す

る
法

人
 

若
し

く
は

合
併

に
よ

り
設

立
 

さ
れ
る
法
人
又
は
分
割
に
よ
り

 
当

該
事

業
を

承
継

す
る

法
人

 
主

 
た

 
る

 
事

 
務

所
 

の
 

所
 

在
 

地

郵
便
番
号

 
    電
話
番
号

 

合
併

又
は

分
割

の
予

定
年

月
日

 
 
 
 
 
年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日

 
  
注
 
１
 
次
の
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。

 
 
 
 

 (1)  合
併
契
約
書
又
は
分
割
計
画
書
若
し
く
は
分
割
契
約
書
の
写
し

 
 
 (2)  申

請
者
が
温
泉
法
第
４
条
第
１
項
第
３
号
か
ら
第
５
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書

 
面
 

 
 
 
２
 
不
用
の
文
字
は
消
す
こ
と
。

 
３
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格

A
列
４
と
す
る
。

 

広
島
県
収
入
証
紙

 
ち

 よ
 う

 付
 欄

 

○ 印
 



様
式
第
４
号
（
第
４
条
関
係
）

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     掘
 
 
削

 
温

   泉
  増

  
 掘

 
承

 継
 承

 認
 申

 請
 書

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           動
力
装
置

 
                                                          

 
 
 
 

  
平
成

    年
    月

    日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
広
島
県
知
事
 
 
 
様

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
被
相
続
人
と
の
続
柄

 
                                      

 
 
 
 
 

 郵
便

番
号

 
 
 
 
 
 

 
                                       

 
 
 
 
 
住

        所
 
 

  
                                       

 
 
 
 
 
（
ふ
り
が
な
）
 
 

  
                                      

 
 
 
 
 

 氏
名

 
 
 
 
 
 

   
  

 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
生

年
月

日
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
                                       

 
 
 
 
 
電

話
番

号
 
 
 
 
 
 

 
  
 

   
 
第
７
条
第
１
項
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
掘
 
 
削

 
    温

泉
法
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
規
定
に
よ
り
 
増
 
 
掘
 
事
業
の
承
継
の
承
認

 
 
 
 
 
 
第
11条

第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
７
条
第
１
項
 
 
 
 
 
 

  動
力
装
置

 
 

 を
受
け
た
い
の
で
，
関
係
書
類
を
添
え
て
申
請
し
ま
す
。

 
 

許
可

年
月

日
及

び
 

許
可

番
号

 

 
 
平
成
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 
 
 
 
第
 
 
 
 
 
号

 
 
 
昭
和

 

地
 
 
 
 
目

 
 

工
事

施
行

地
 

地
 
 
 
 
番

 
 

氏
 
 
 
 
名

 
 

被
相

続
人

 
住
 
 
 
 
所

 
 

相
続

開
始

の
年

月
日

 
 
 
 
 
年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日

 

 
 

注
 
１
 
次
の
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。

 
(1)  戸

籍
謄
本

 
(2)  相

続
人
が
２
人
以
上
あ
る
場
合
は
，
申
請
者
が
掘
削
等
の
事
業
を
承
継
す
る
相
続
人
と
し
て
選
定
さ
れ
た
こ
と

 
を
証
す
る
相
続
人
全
員
の
同
意
書

 
(3)  申

請
者
が
温
泉
法
第
４
条
第
１
項
第
３
号
及
び
第
４
号
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

 
２
 
不
用
の
文
字
は
消
す
こ
と
。

 
３
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格

A
列
４
と
す
る
。

 
 

広
島
県
収
入
証
紙

 
ち

 よ
 う

 付
 欄

 

○ 印
 



（
広
島
県
地
方
機
関
の
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

広
島
県
地
方
機
関
の
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
規
則
第
五
十
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
九
条
第
八
十
一
号
㈠
中
「
第
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
㈨
中
「
第

三
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
㈨
を
同
号
十
一

と
し
、
同
号
㈧
中
「
第
三

十
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
㈧
を
同
号
㈩
と
し
、
同
号
㈦
中
「
第
二
十
七

条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
二
項
」
に
、
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
三
条
第
一
項
」
に

改
め
、
同
号
㈦
を
同
号
㈨
と
し
、
同
号
㈥
中
「
第
二
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
一
項
」
に
改

め
、
同
号
㈥
を
同
号
㈧
と
し
、
同
号
㈤
中
「
第
二
十
六
条
」
を
「
第
三
十
条
」
に
改
め
、
同
号
㈤
を
同
号

㈦
と
し
、
同
号
㈣
中
「
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
㈣
を
同
号
㈥

と
し
、
同
号
㈢
中
「
第
十
四
条
第
四
項
」
を
「
第
十
八
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
㈢
を
同
号
㈤
と
し
、

同
号
㈡
中
「
第
十
四
条
第
三
項
」
を
「
第
十
八
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
号
㈡
を
同
号
㈣
と
し
、
同
号
㈠

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 
 

㈡ 

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
温
泉
の
利
用
の
許
可
を
受
け
た
者
で
あ
る
法
人
の
合
併
又
は

分
割
の
承
認 

 
 
 

㈢ 

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
温
泉
の
利
用
の
許
可
を
受
け
た
者
の
相
続
の
承
認 

 
 

第
九
条
第
八
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

八
十
二 

広
島
県
温
泉
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年
広
島
県
規
則
第
二
十
一
号
）
第
十
一
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
温
泉
利
用
に
係
る
変
更
及
び
廃
止
の
届
出
の
受
付 

 
 

第
九
条
第
八
十
九
号
中
「
第
八
十
一
号
㈢
、
㈤
及
び
㈥
」
を
「
第
八
十
一
号
㈤
、
㈦
及
び
㈧
」
に
改
め

る
。 

 
 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
十
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
広
島
県
温
泉
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
広
島
県
温
泉
法
施
行
細
則
に
よ
る
様
式

で
し
て
い
る
申
請
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
広
島
県
温
泉
法
施
行
細
則
の
様
式
に
よ

る
申
請
と
み
な
す
。 

 

（
広
島
県
の
事
務
を
市
町
が
処
理
す
る
特
例
を
定
め
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
を

定
め
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

３ 

広
島
県
の
事
務
を
市
町
が
処
理
す
る
特
例
を
定
め
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
を

定
め
る
規
則
（
平
成
十
二
年
広
島
県
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
条
の
表
の
第
一
号
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

   

一
の
三 

特
例
条
例
第
二

条
の
表
の
第
四
号
の
三

⑾
に
規
定
す
る
温
泉
法

の
施
行
に
係
る
事
務
の

う
ち
、
規
則
に
基
づ
く

事
務
で
あ
っ
て
別
に
規

則
で
定
め
る
も
の 

広
島
県
温
泉
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年
広
島
県
規
則
第
二
十
一

号
）
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
温
泉
利
用
施
設
管
理
者
の
申
請

事
項
の
変
更
又
は
利
用
廃
止
の
届
出
の
受
付 

 

（ ） 



  
一
の
三 

特
例
条
例
第
二

条
の
表
の
第
四
号
の
三

⑾
に
規
定
す
る
温
泉
法

の
施
行
に
係
る
事
務
の

う
ち
、
規
則
に
基
づ
く

事
務
で
あ
っ
て
別
に
規

則
で
定
め
る
も
の 

広
島
県
温
泉
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年
広
島
県
規
則
第
二
十
一

号
）
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
温
泉
利
用
施
設
管
理
者
の
申
請

事
項
の
変
更
又
は
利
用
廃
止
の
届
出
の
受
付 

 




